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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

国家戦略特区における特別償却又は投資税額控除等の延長 

（国 10）（法人税：義） 

（地 ７）（法人住民税、事業税：義）（固定資産税：外） 

【新設・延長・拡充】

2 要望の内容 ＜現行制度の概要＞ 
国家戦略特別区域法に基づき、国家戦略特区の特定事業の実施者と

して認定区域計画に定められたものが、国家戦略特区内において機械
等を取得した場合、特別償却又は税額控除ができる制度 
・対象設備：機械・装置（２千万円以上） 
           （特定中核事業については４千万円以上） 
      開発研究用器具・備品（１千万円以上） 
           （特定中核事業については２千万円以上） 
      建物・附属設備・構築物（１億円以上） 
・特別償却の割合：取得価額の 50％ 

（特定中核事業については即時償却） 
         （建物等は 25％） 
・税額控除の割合：取得価額の 15％（建物等は８％） 
 （当期法人税額の 20％を限度とし、限度超過額は１年間繰り越し控

除可） 
 
＜要望内容＞ 
 国家戦略特区における法人税の課税の特例措置について、租税特別
措置法第 42 条の 10 及び第 68 条の 14 において平成 28 年 3 月 31 日が
適用期限となっており、この適用期限を２年間延長し、平成 30 年 3
月 31 日までとする。 

  

3 担当部局 内閣府地方創生推進室 

4 評価実施時期 平成 27 年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 26 年度：創設 
平成 27 年度：拡充 

（適用対象にインターナショナルスクール整備事業、革新的情報サー

ビスを活用した農業の研究開発事業を追加） 

 

6 適用又は延長期間 ２年間 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

大胆な規制・制度改革を通して経済社会の構造改革を重点的に推進するこ

とにより、産業の国際競争力の強化とともに、国際的な経済活動の拠点の形

成を図り、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的

とする。 

 

《政策目的の根拠》 

国家戦略特別区域法第１条 

我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対

応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国

が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進
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することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の

拠点を形成することが重要である。 

 

国家戦略特別区域基本方針（平成26年2月25日閣議決定） 

（国家戦略特区制度の目的・意義） 

国家戦略特区は、日本の経済社会の風景を変える大胆な規制・制度改革

の突破口である。大胆な規制・制度改革を通して経済社会の構造改革を重点

的に推進することにより、産業の国際競争力の強化とともに、国際的な経済活

動の拠点の形成を図り、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与

することを目的とする。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

【政策】 

５．地域活性化の推進 

【施策】 

①国家戦略特区の推進 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

「2020年までに、世界銀行のビジネス環境ランキングにおいて、日本が先進国

３位以内に入る（2015年19位）」及び「2020年までに、世界の都市総合ランキン

グにおいて、東京が３位以内に入る（2014年４位）」（日本再興戦略（平成27年6

月30日）） 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

各特区における区域計画の目標達成状況 

なお、国家戦略特別区域基本方針（平成 26 年 2 月 25 日閣議決定）では、区

域計画中に、区域計画の実施による特区内外に及ぼす経済的社会的効果な

ど区域計画における定量的な目標について、数値化や目標期間等も含め、で

きる限り具体的なものとして設定することとされている。 

 また、当該測定指標は、他の政策手段の効果の影響を受けるものであるた

め、測定にあたっては、これらの効果についても留意が必要である。 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

租税特別措置により民間投資、経済活動を活性化することで、産業の国際

競争力の強化に資する事業や国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業

が進み、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与す

ることが可能 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 平成 26 年度 認定計画に定められた事業数：１事業（関西圏） 

       適用法人数：なし 

        適用投資額：なし 

       ※年度末（平成 27 年３月 19 日）に認定を受け、 

平成 27 年度適用見込 

 

平成 27 年度 認定計画に定められる事業見込数：２事業 

       適用法人見込数：３法人 

       適用投資見込額：265 百万円 

       【特区ごとの内訳】 

       （関西圏）１事業、２法人、245 百万円 

       （新潟市）１事業、１法人、20 百万円 
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平成 28 年度 認定計画に定められる事業見込数：４事業 

       適用法人見込数：４法人 

       適用投資見込額：3,720 百万円 

       【特区ごとの内訳】 

       （東京圏）２事業、２法人、2,030 百万円 

       （関西圏）２事業、２法人、1,690 百万円 

 

平成 29 年度 認定計画に定められる事業見込数：２事業 

       適用法人見込数：６法人 

       適用投資見込額：23,352 百万円 

       【特区ごとの内訳】 

       （東京圏）０事業、１法人、6,030 百万円 

       （関西圏）２事業、５法人、17,322 百万円 

 

各特区へ適用見込法人及び、各法人の投資見込額をヒアリングし、各

年度で合算。（固定資産税の特例のみが適用される投資は含まれてい

ない。） 

 

（事業数）当該年度において区域計画の認定を受けた事業の数 

（適用法人数）認定を受けた事業に係る設備投資を行い、当該年度に

おいて特償又は税額控除を実施した法人の数 

② 減収額 平成 26 年度減収額：なし 

 

平成 27 年度減収見込額：79 百万円 

【特区ごとの内訳】 

（関西圏）72 百万円 （新潟市）７百万円 

【税目ごとの内訳】 

（法人税）56 百万円      （法人住民税）７百万円 

（地方法人税）２百万円     （法人事業税）７百万円 

（地方法人特別税）７百万円 

 

平成 28 年度減収見込額：784 百万円 

【特区ごとの内訳】 

（東京圏）501 百万円 （関西圏）283 百万円 

【税目ごとの内訳】 

（法人税）577 百万円        （法人住民税）71 百万円 

（地方法人税）25 百万円     （法人事業税）44 百万円 

（地方法人特別税）67 百万円 

 

平成 29 年度減収見込額：3,460 百万円 

【特区ごとの内訳】 

（東京圏）625 百万円 （関西圏）2,835 百万円 

【税目ごとの内訳】 

（法人税）2,523 百万円       （法人住民税）323 百万円 

（地方法人税）111 百万円     （法人事業税）199 百万円 

（地方法人特別税）304 百万円 

 

各特区へ適用見込法人及び各法人の投資見込設備と見込額、特償見込

又は税額控除見込についてヒアリングし、下記計算式によって算定。
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【減収額推計の計算式】 

法人税＝（特償実施額）×23.9％＋（税額控除実施額） 

法人住民税＝（特償実施額）×23.9％×12.9％ 

地方法人税＝（法人税）×4.4％ 

法人事業税＝（特償実施額）×3.1％（平成 28 年度以降 1.9％） 

地方法人特別税＝（特償実施額）×2.9％ 

 

特償実施額＝H27：235 百万円      税額控除実施額＝H27：なし 

H28：2,313 百万円                    H28：24 百万円 

         H29：10,492 百万円                   H29：15 百万円 

 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 28 年度～平成 29 年度） 

平成 26 年５月に国家戦略特別区域が６区域指定され、１年間に 17 回の

区域会議を開催し、設備投資に係る課税の特例１事業を含む 50 事業につ

いて認定を行った。さらに本年８月 28 日には新たに３区域を地方創生特

区として指定した（国家戦略特別区域の２次指定）。 

これら新規指定特区を含め、今後、区域計画の更なる具体化の進展に伴

い、新たな事業計画の立案・実行が見込まれている。 

 

本税制措置は国家戦略特区の目的達成に資する事業を実効的・具体

的に進めていくためのインセンティブであり、平成 26 年度から平成

29 年度までに９事業の認定、27,337 百万円の設備投資が見込まれて

おり、これにより産業の国際競争力の強化、国際的な経済活動の拠点の

形成がより推進されることとなる。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成 28

年度～平成 29 年度） 

国家戦略特区の活用により、民間からの具体的な事業や施策提案ニ

ーズに迅速に対応し、民間活力の活用を一層推進することで日本経済

全体の生産性向上を実現し、「揺るぎない経済の好循環」を確立させ

る。 

本税制措置は国家戦略特区の目標達成に資する事業を実効的・具体

的に進めていくためのインセンティブであり、自由にビジネスを行え

る環境整備、民間主導の事業促進に繋がり、それに伴って達成目標で

ある各ランキングの順位上昇へと導くことが可能となる。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成 28 年度～平成 29 年度） 

租税特別措置が延長されなければ、我が国経済の成長エンジンとなるよう

な産業、企業等の集積が十分に進まず、民間事業者等の活力を最大限引き

出す上で必要な機能を備えた拠点を十分に形成することができず、結果として

国際競争力の向上に寄与することができない可能性等が考えられる。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 28 年度～平成

29 年度） 

本要望の実現により、２年間で 4,244 百万円の減収が見込まれるものの、６

事業の認定、27,072 百万円の設備投資が見込まれている。この内、例えばＡ

社においては、1,150 百万円の革新的医療機器の開発・量産に係る設備投資

により 20％のシェア獲得を目標とし、国内市場において 36,000 百万円の市場
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創出を見込んでいる。 

企業の設備投資・産業集積を促し、特区内における事業環境の整備を

促進させる本税制は、日本のビジネス環境の向上・都市の国際競争力強

化に大きく寄与し、それに伴い、達成目標である各ランキングの順位上

昇が予測される。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

国家戦略特区は民間事業者が創意工夫をし、自由にビジネスを行える環境

整備を行うものであるため、補助金と比較して幅広い法人に対してインセンティ

ブを付与し、民間主導の事業を促進できる税制措置によるべきである。 

また、規制の特例措置は、民間が創意工夫を発揮する上で障害となっている

規制を除去しようとするものであり、本税制措置は国家戦略特区の目的達成

に資する事業を実効的・具体的に進めていくためのインセンティブである。国家

戦略特区は、規制の特例措置と税制措置が相まって産業の国際競争力の強

化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図ろうとするものであり、本税制措

置は妥当である。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

国家戦略特区制度には、税制措置のほか、規制の特例措置、金融支援が

講じられている。 

規制の特例措置は、国家戦略特区において「居住環境を含め、世界と戦え

る国際都市の形成」、「医療等の国際的イノベーション拠点の整備」等を目的と

する事業の実施を可能とする前提条件として整備される措置である。 

また、金融支援は、新たな成長分野を切り開く先駆的な研究開発や革新的

な事業を行うものの、資金調達が容易ではないベンチャー企業又は中小事業

者を支援するものである。 

したがって、国家戦略特区制度の政策目的を達成するための事業活動に対

して、インセンティブを付与する本税制措置とは対象が異なる。 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

国家戦略特別区域法第３条において、「地方公共団体及び民間事業者その

他の関係者が、国と相互に密接な連携を図りつつ、これらの施策を活用して、

我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ることを旨として、行わ

れなければならない。」とされている。 

10 有識者の見解 ― 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 26 年８月 

 


